
ＪＡバンクの苦情処理措置および紛争解決

措置について（HP 掲載・チラシ等参考例） 
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苦情処理措置の概要 

 

当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、ＪＡバンク

に関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。 

    

１ 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応する

とともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解

決に努めます。 

２ 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだ

けお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。 

３ 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合

内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防

止策に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

まずは、当組合の窓口へお申し出ください。 
 

本店金融課   ０１７５-７２-１４１５ 
六ケ所支店   ０１７５-７５-２５７７ 
天間林支店   ０１７６-６８-３１３１ 

   野辺地支店   ０１７５-６４-３１６４ 

 
上記本支店のほか下記の窓口でも受け付けます。 

 

ＪＡバンク相談・苦情等受付窓口 

電話番号：０１７５-７２-１４１４ 

電子メール：kinyu@ja-yuukiaomori.or.jp 

 

受付時間：午前９時～午後５時 
（金融機関の休業日を除く） 

   
 



４ ＪＡバンク相談所でも、ＪＡバンクに関するご相談・苦情をお受けしております。公

平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ＪＡバンク

青森やご利用の組合に対して迅速な解決を依頼します。なお、個別のお取引内容や手

続き、貯金・融資等の具体的な条件・商品内容・手数料等のお問い合わせにつきまし

ては、ＪＡバンク相談所ではお答えできないこともございますので、当組合の窓口に

お問い合わせください。 

 

 

 

 
 
 
 
苦情等受付・対応態勢 

 当組合は、下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めると

ともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＡバンク相談所 

電話番号：０３-６８３７-１３５９ 

受付時間：午前９時～午後５時 

      （金融機関の休業日を除く） 
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（注１） 「利用者からの直接申し立てを可能としている」弁護士会と「ＪＡバンク相談

所を通じての利用となる」弁護士会の両方を選定した場合、「お客様」から「弁

護士会」に直接「紛争解決の申し立て」をする矢印を引き、直接申し立てが可

能な弁護士会名を明記する。 

（注２参照） 

（注２） お客様が直接「紛争解決の申し立て」を行うことが可能な弁護士会は東京三弁

護士会です。 

 

 

 

 


